
地域金融の強化

・産業金融機能の強化

（産業金融の担い手・手法の多様化、

リスクへの対応の多様化、

政策支援対象の多様化）

・金融セーフティネットの整備

・コミュニティファンドの形成支援

・リレーションシップバンキングの機能強化

・新たな公的資金制度の創設

地域づくり施策

地域特性を活かした新規産業の創出

・知的クラスター、産業クラスターの形成促進 ・都市と農山漁村の共生・対流の推進

・産学連携強化促進 ・バイオマスの利活用の推進

・３ＰＬ事業の育成と物流拠点の整備 ・エコツーリズムの推進

・共同アウトソーシング電子自治体推進戦略 ・グリーン・ツーリズムの推進

・湿地、干潟などの自然再生事業

・エコタウン事業
・総合型スポーツクラブ育成推進事業
・生涯学習まちづくりモデル支援事業
・子どもの居場所づくり新プラン
・文化芸術による創造のまち支援事業

・中心市街地活性化事業
・地域イントラネット基盤施設整備事業等
・加入者系光ファイバ網設備整備事業
・風格ある美しい農山漁村づくり
・豊かな海の森づくり
・「食育」活動の推進

・都市再生プロジェクト事業推進費
・まちづくり交付金
・観光交流空間づくりモデル事業
・一地域一観光の推進
・くらしのみちゾーンの形成
・地域再生マネージャー制度（仮称）

各府省等地域再生施策の例

１

参考資料 ２

地域再生は、「地域が自ら考え、行動する、国は、これを支援する」ことを基本とするものである。今般の「地域再生推進
のための基本指針」においては、国が行う支援策として、制度改正等を行うことを柱としているが、既に各府省等において、
地域再生のための様々な施策が講じられている。以下に掲げる事例は、各府省等から地域再生に資する施策として示され
たものの一例である。

地域の基幹産業の再生

＜中小企業＞

・全都道府県に設置された中小企業再生

支援協議会を中心に再生支援

（地域中小企業再生ファンドの組成 等）

・新事業展開に挑戦する中小企業支援

（「がんばれ！中小企業」ファンド 等）

＜農業・農村地域＞

・プロ農業経営支援の集中化・重点化

・担い手・農地制度の再構築

・農村地域における就業機会の増大

＜建設業＞

・地域における建設業再生のモデル

構築支援

・経営相談窓口設置

・経営革新のための研修実施

地域の実情にあわせた就職支援等

・地域再生雇用支援ネットワーク事業

・地方公共団体による無料職業紹介事業の実施

・地方公共団体とハローワークの連携

・地域雇用機会増大促進支援事業の創設

・地域雇用受皿事業特別奨励金

・地域求職活動援助事業

・若年者のためのワンストップサービスセンター

（通称ジョブカフェ）の整備等、若者自立・挑戦

プランの推進
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各府省等地域再生施策 

施 策 名 概     要 所管省等 

チャレンジ支援

推進事業 

女性が意欲と能力に応じて様々な活動に積極的に参画していく

ことを可能とするため、女性のチャレンジ支援関連情報のネットワ

ーク化、ワンストップ化を実現し、チャレンジしたいと考える女性

が必要とする情報をいつでもどこでもだれでもほしいときに関係

機関の垣根を越えて容易に入手することができる効率的な情報提

供システムの構築を目指す。 

平成１６年度においては、地域レベルでのネットワークの構築の

推進を目指し、モデル事業を展開する予定。 

内閣府 

沖縄における 

産業振興 

 民間主導の自立型経済の構築に向けて、リーディング産業となっ

ている観光・リゾート産業や新たなリーディング産業と目される情

報通信産業の振興、沖縄が有する資源や特性等を活用した産学官連

携による共同研究開発の積極的な支援など、沖縄振興特別措置法や

それに基づく沖縄振興計画、情報通信産業特別地区制度や特別自由

貿易地域制度など各地域指定制度などを活用しつつ、取り組む。 

内閣府 

リレーションシ
ップバンキング
の機能強化 

 中小・地域金融機関については、借り手との長期継続的な関係か
ら情報を得て、融資を実行するビジネスモデル（「リレーションシ
ップバンキング」）の機能を強化し、中小企業の再生と地域経済の
活性化を図る。 
 本年８月末までに各中小・地域金融機関から提出された機能強化
計画について、各金融機関に対し、半期毎に実施状況をフォローア
ップ。 

金融庁 

金融機能の強化
のための新たな
公的資金制度の
創設 

金融機能強化のための新たな公的資金制度を設け、地域における
金融の円滑化等を図ることによって、経済の活性化や金融システム
の安定・強化に資する。 
次期通常国会への関連法案の提出を目指して検討中。 

金融庁 

共同アウトソー

シング・電子自

治体推進戦略 

電子自治体の実現のため、複数の地方自治体の業務を標準化し、業

務の処理、メンテナンス及びセキュリティ等について民間企業のノウ

ハウ・システムを有効活用することにより、住民サービスの向上と地

方自治体の業務改革とＩＴ関連地場産業振興等による地域経済の活

性化を図る「共同アウトソーシング」のモデルシステムを開発する。 

総務省 

共同処理センタ

ー機能整備事業 

複数の地方公共団体による電子自治体業務の共同アウトソーシン

グを推進するため、電子自治体業務の共同処理センター機能として、

設備等を整備する都道府県に対し、地域活性化事業債を措置する。 

総務省 

（１６年度

新規） 

地方公務員の任

期付短時間職員

など導入 

一般職の短時間勤務をはじめ、任期付採用の拡大等を含め、地方公

務員の多様な勤務形態の導入を図り、行政サービスの充実や行政組織

の効率化、公民協働等に対応する体制の整備を促進する。 

総務省 

（１６年度

新規） 
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地域資源（既存

施設等）の再

生・有効活用 

地域資源（既存施設等）の再生・有効活用を促進するため、転用の際

に必要となる整備等の財源確保のため、リニューアル債を措置する。 

総務省 

コミュニティフ

ァンド形成支援

事業 

介護・福祉などのコミュニティ・サービス事業に融資等を行うコミュ

ニティ・ファンドを形成するため、地方公共団体が出資等を行い、地方

債を発行する場合、その償還金利子の一部を地方交付税に算入する。 

総務省 
（１６年度
新規） 

ＮＰＯ活動等の

活性化支援 

コミュニティ・サービス事業を行うＮＰＯ活動等を活性化するた

め、アドバイザー派遣や人材の研修・育成、活動助成などに要する経

費を地方交付税に算入する。 

総務省 

ＩＴを活用した

地域通貨の導

入・普及検討 

コミュニティ活動や地域経済の活性化を促進するため、ＩＣカードや

携帯電話等を活用した地域通貨モデルシステムの開発・実証を行うとと

もに、地域通貨の導入・普及を図る地方公共団体の取組に要する経費を

地方交付税に算入する。 

総務省 
（１６年度
新規） 

地域再生マネー

ジャー制度（仮

称） 

地域再生計画の策定、産業振興・観光振興・企業誘致等、地域再生の

取組について、具体的・実務的ノウハウ等を有する地域再生マネージャ

ー（仮称）を市町村等が招へいすることを支援するため、その確保に係

るシステムを構築する。 

総務省 
（１６年度
新規） 

地域経済活性化

対策 

地域産業の強化・育成、地域経済の構造転換等の促進のため、①地

域資源活用促進事業による支援（ハード事業）、②ソフト施策への地

方交付税措置、③ふるさと融資による支援、④日本政策投資銀行から

の長期低利融資等を行う。 

総務省 

地域経済新生事

業 

地域の自立した発展を促進するとともに、地域の活力によって我が

国経済の新生に資する観点から、地域が有する特性を活かしつつ、そ

の創意に基づき地域の経済基盤強化に主体的かつ総合的に取り組む

ことができるよう、ソフト・ハード両面から必要な地方財政措置を講

じる。 

総務省 

科学技術振興対

策 

地域における科学技術の振興は、新産業創出・雇用確保など地域の

発展につながることから非常に重要であるため、地方公共団体が自主

的かつ戦略的な取組ができるよう、ソフト・ハード両面から必要な地

方財政措置を講じる。 

総務省 

地域資源活用促

進事業 

地域を支える人材の育成・確保を図りつつ、都市や農山漁村それぞ

れの産業・経済上の特性、研究開発の潜在力、及び文化財・歴史的遺

産等の地域資源を活用した基盤整備に、主体的かつ総合的に取り組む

ことができるよう、重点的な地方財政措置を講じる。 

総務省 

都市再生関連対

策 

都市の魅力を高め、豊かで快適なまちづくりを実現するための都市

生活環境の向上や、地域経済の核であり、地域の顔である中心市街地

の再活性化への総合的かつ計画的な取組みを推進するため、ソフト・

ハード両面から必要な地方財政措置を講じる。 

総務省 

農山漁村地域活

性化対策 

地域活力の低下が懸念される農山漁村地域の活性化を一層推進す

るため、農山漁村地域の生活環境の整備を促進する地方単独事業や国

の施策との連携事業を積極的に支援し、これに必要な地方財政措置を

講じる。 

総務省 
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森林・林業振興

対策 

材価低迷や担い手不足により活力を失った林業、木材産業の振興対

策を推進し、また森林の適性管理を図ることにより、地球温暖化防止

対策に資するとともに、林産物の安定供給やきれいな水と空気の提

供、自然景観の保全等重要な役割を担う山村地域の活性化を促進する

ため、必要な地方財政措置を講じる。 

総務省 

地域イントラネ

ット基盤施設整

備事業等 

地域の教育、行政、福祉、医療、防災等の高度化を図るため、学校、

図書館、公民館、市役所などを高速・超高速で接続する地域公共ネッ

トワークの整備に取り組む地方公共団体等を支援。 

総務省 

加入者系光ファ

イバ網設備整備

事業 

過疎地域等において、モデル事業として、地方公共団体等の公共ネ

ットワークを活用しつつ加入者系光ファイバ網を整備する際に、所要

経費の一部を補助する。 

総務省 

情報通信システ

ム整備促進事業 

地域公共ネットワークを活用して、ＡＳＰ・アウトソーシング方式

等により利便性の高いシステムを構築するためのソフト開発等に取

り組む市町村等を支援。 

 

総務省 

ｅまちづくり 

交付金 

住民の目に見える形でＩＴを活用した地域情報化のモデル事業を

全国展開するために必要な経費を市町村に交付する。 

総務省 

新世代地域ケー

ブルテレビ施設

整備事業 

地域に密着した映像情報の提供及び高速インターネット接続サー

ビス等を行う地域の総合的な情報通信基盤であるケーブルテレビ施

設の整備を支援することにより、地域のＩＴ化を推進する。 

 

総務省 

地域情報通信技

術振興研究開発 

産学官の研究共同体が実施する、地域の特性・ニーズに基づき、 

地域における情報通信技術の研究開発力の向上に寄与する研究開発

を支援する予定。 

総務省 

（１６年度

新規） 

地域再生に貢献

する電波の開放 

新たな無線システムの導入に際して、地域再生の観点から電波の開

放を行う。 

総務省 

総合型地域スポ

ーツクラブの育

成 

いつでも、どこでも、いつまでもスポーツに親しむことのできる

生涯スポーツ社会の実現を目指す観点から、地域の誰もがそれぞれ

の体力、年齢、興味・関心等に応じてスポーツに親しむことの出来

る「総合型地域スポーツクラブ」の育成を推進。平成 15 年度まで

は市町村によるモデル事業を実施(総合型地域スポーツクラブ育成

モデル事業)。平成 16 年度からは、これまでモデル事業で培ってき

たノウハウを活かしつつ、地域住民の主体性をより発揮できるクラ

ブの育成が可能となるよう、全国的な組織基盤を有する民間スポー

ツ団体を活用してより効率的なクラブの育成を推進（総合型地域ス

ポーツクラブ育成推進事業）。 

文部科学省 
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生涯学習まちづ

くりモデル支援

事業 

地域において個性と魅力あるまちづくりを進めるために、生涯学

習機関として地域への貢献が求められている大学等の高等教育機

関の有する人的・知的・物的資源を最大限に活用することが期待さ

れていることから、地域の大学等と組織的連携を図り、学習成果に

基づく地域住民の能力を活かしたまちづくりを目指す市町村の団

体を公募選定の上で支援し、生涯学習まちづくりのモデルとなる施

策を展開する。 

文部科学省 

子どもの居場所

づくり新プラン 

地域の大人の教育力を結集し、子どもたちの放課後や週末におけ

るスポーツや文化活動などの様々な体験活動や地域住民との交流

活動を支援するための子どもたちの居場所を整備する。 

 

文部科学省 

（１６年度

新規） 

「文化芸術によ

る創造のまち」

支援事業 

 地域文化リーダーの育成や、地域の顔となる芸術文化団体の育

成、シンポジウム等による発信・交流を通じた文化芸術活動の活性

化を図ることにより、我が国の文化水準の向上を目指す。 

文部科学省 

文化遺産を活か

した地域づくり 

歴史的建造物、史跡、郷土芸能や文化的景観など地域の文化遺産

の継承・整備と発展を図ることにより、地域の魅力の向上や「観光

立国」の基盤作りに取り組む。 

【文化遺産を生かした地域づくり関係事業】 

〇文化財建造物保存修理等事業 

〇伝統的建造物群保存修理等事業 

〇史跡等保存整備活用等事業 

〇重要文化財等保存活用整備事業 

〇民俗文化財伝承・活用等事業 

〇芸術拠点形成事業（展覧会事業等支援） 

〇文化的景観の保護 

文部科学省 

知的クラスター

の形成促進 

知的創造の拠点たる大学等を核とし、関連研究機関、研究開発型

企業等による国際的な競争力のある技術革新のための集積等の創

成を図る。 

 

文部科学省 

地域再生雇用支

援ネットワーク

事業 

地域再生に取り組む市町村・都道府県が直面する雇用労働問題に

ついて、①情報・ノウハウ ②支援・協力 ③助成措置の活用 の

３つの柱により、都道府県労働局を中心として関係機関等のネット

ワークにより総合的に支援する事業を創設する。  

 

厚生労働省 

地方公共団体に

よる無料職業紹

介事業の実施  

地方公共団体が住民に身近な行政施策を展開する上で必要な職

業紹介について、届出により事業を実施することを可能とする。（平

成 16年３月１日施行予定） 

厚生労働省 
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地方公共団体と

ハローワークと

の連携 

 地方公共団体の要請がある場合には、無料職業紹介事業を行う地

方公共団体に対し、求人者が公開に同意している求人情報を電子媒

体で提供するとともに、無料職業紹介事業を行わない地方公共団体

に対しては、都道府県労働局の実情に応じ、地域住民に対する行政

サービスを提供する地方公共団体の施設にハローワークの職業紹

介窓口を設置するなど、地方公共団体と公共職業安定所との連携を

推進する。（平成 16年度から） 

厚生労働省 

 

地域雇用機会増

大促進支援事業

の創設 

市町村及び地元経済界がともに協力して、地域の創意工夫により

行う雇用創出のための事業を支援する。（平成 16年度から） 

厚生労働省 

（１６年度

新規） 

地域雇用開発促

進助成金 

雇用機会が不足している地域における労働者の雇入れ及び事業

所の設置・整備費用等について支援する。 

 

厚生労働省 

地域雇用受皿事

業特別奨励金 

地域に貢献する事業を行う法人を設立し、非自発的離職者を３人

以上雇い入れた場合に新規創業に係る経費及び労働者の雇入れに

ついて支援する。 

厚生労働省 

緊急地域雇用創

出特別交付金事

業 

都道府県に「緊急地域雇用創出特別交付金」を交付し、地方公共

団体が地域の実情に応じ、緊急かつ臨時的な雇用を創出する事業を

実施する。 

厚生労働省 

地域労使就職支

援事業 

 

地域の民間の労使団体が相協力して、労使ならではの創意工夫に

より、就職支援のための事業を効果的に行うことにより、地域の雇

用の改善を図る。 

厚生労働省 

地域求職活動援

助事業の実施方

式の改善 

国が地域の事業主団体等に委託して実施するミスマッチ解消事

業について、都道府県の企画・立案に基づく実施方式に改善する。

（平成 16年度から） 

厚生労働省 

 

若年者のための

ワンストップサ

ービスセンター

（通称ジョブカ

フェ）の整備 

若年者のためのワンストップサービスセンター（通称ジョブカフ

ェ）や地域の経済団体等に対し、企業説明会や職場見学会等の事業

を委託するとともに、都道府県の要請に応じ、ワンストップサービ

スセンターにハローワークを併設するなど、地域との連携・協力に

よる効果的な就職支援対策を推進する。（平成 16年度から） 

厚生労働省 

（１６年度

新規） 

「食育」活動の

推進 

国民生活の基礎である「食」を健全なものとし、人間力を養うた

めの重要な柱として、家庭、教育現場、地域等における「食育」を

総合的に推進。なお、食育の推進に関しては、文部科学省、厚生労

働省等と連携しつつ、全国段階及び地方段階での取組を実施。 

農林水産省 

風格ある美しい

農山漁村づくり 

都市と農山漁村の共生・対流を一層促進するため、豊かで住みよ

く風格があり美しい農山漁村を保全。 

農林水産省 
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バイオマスの 

利活用の推進 

循環型社会の構築と地球温暖化防止等に向け、関係７府省と連携

し、バイオマスを最大限利活用する社会「バイオマス・ニッポン」

の実現を推進（地域の実情に応じたバイオマス利活用の推進等）。 

農林水産省 

プロ農業経営の

維持・発展のた

めの支援の集中

化・重点化 

これまで全ての農家を対象に一律に講じてきた施策を見直し、や

る気と能力のあるプロ農業経営を集中的・重点的に支援することに

より、農業の競争力強化を図る。また、農業の特性や農村の地域資

源をビジネスチャンスとして活かそうとする意欲のある農業の担

い手を広く農業内外から確保・育成するため、「農林業をやってみ

よう」プログラムを踏まえ、新規就農対策を充実する。 

農林水産省 

担い手・農地制

度の再構築 

 

地域の実情に応じ、多様な担い手を確保・育成するため、農業経

営の法人化や集落営農の組織化等を推進する。特区における株式会

社など農業生産法人以外の法人の農業参入を可能とする特例措置

の積極的な活用を図るほか、農業経営の法人化と農地利用集積の一

層の促進の観点から農地制度の見直しを行う。 

 

農林水産省 

競争的研究資金

により地域の研

究開発を推進 

農林水産分野の産学官の研究勢力を結集し、地域資源を活用した試

験研究の推進等により地域経済の活性化を図る。また、地方の実情に

応じた各地方独自の施策課題に臨機応変に対応するため、地方農政局

等が自ら研究領域を設定して研究課題を公募する仕組みを導入する。 

 

農林水産省 

豊かな海の森づ

くり 

水産動植物を育む藻場・干潟の造成等により良好な沿岸域環境を保

全・創造するとともに、水産物供給システムの構築を通じてつくり育

てる漁業等を推進し、水産業の振興を核とした漁村の総合的な振興を

図る。 

農林水産省 

グリーン・ツー

リズムの推進 

都市住民等が農山漁村情報を検索できるデータベースの整備、イン

ストラクターや農家民宿の経営者等ｸﾞﾘｰﾝ･ﾂｰﾘｽﾞﾑを担う人材の育成

や旅行者を受け入れるための地域の拠点整備等によりｸﾞﾘｰﾝ･ﾂｰﾘｽﾞﾑ

を総合的に推進するとともに、市民農園の開設を促進。また、外国人

旅行者等も訪れる農山漁村資源を活用した観光立村の取組を支援。 

 

農林水産省 

都市と農山漁村

の共生・対流の

推進 

都市と農山漁村双方の生活・文化を享受する新たなライフスタイル

の提案・普及を図るため、内閣官房副長官及び関係７省の副大臣で構

成される副大臣プロジェクトチームでの決定を受けて発足した「都市

と農山漁村の共生・対流推進会議」（オーライ！ニッポン会議）によ

るキャンペーンイベント等の国民的な運動を関係府省と連携して支

援している。 

農林水産省、 

総務省、 

文部科学省、 

厚生労働省、 

経済産業省、 

国土交通省、 

環境省 
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中山間地域の振

興 

地域の特性を活かした農業の高付加価値化、農業生産基盤や生活基

盤の整備、農業関連産業の振興による多様な所得機会の確保を促進す

るとともに、農業の生産条件に関する不利を補正するための直接支払

制度を実施 

 

農林水産省 

農村地域におけ

る就業機会の増

大 

農村地域における工業等の導入の促進、多様な地域資源の活用や産

学官連携の強化を通じた地域内発型の産業の振興等により、就業機会

の確保を促進 

 

農林水産省 

都市農業の振興 住民も参加した都市農業のビジョンづくり、農業者と住民とのふれ

あいの場等の整備等を促進 

 

農林水産省 

産業集積の形成

促進（産業クラ

スター計画） 

 地域経済を支え、世界に通用する新事業が次々と展開される産業集

積（産業クラスター）を形成するため、「産業クラスター計画」では、

全国１９のプロジェクトで、地域における産学官連携ネットワークの

構築、実用化技術開発支援等により新事業展開を促進。 

 

経済産業省 

産学連携の強化

（大学発ベンチ

ャー１０００社

計画） 

 大学における研究成果の事業化を促進するため、産学連携を推進

し、平成１４年度から３年間で大学発ベンチャーを１０００社とする

ことを目指す。 

経済産業省、

文部科学省 

 

若年者対策（「若

者自立・挑戦プ

ラン」の推進） 

①地域の産業競争力を支える人材の育成を図るため、地域の主体的な

取組として民間を活用して若者に雇用関連サービスを総合的に提供

するワンストップサービスセンターの整備を行う。 

②地域の産業・企業が求める人材ニーズの明確化や、中小企業の財務

をサポートする人材等の高度専門人材を育成するためカリキュラ

ム・教材の開発等を行う。 

③地域における創業・起業の促進による就業機会の拡大を図るため、

「起ち上がれニッポンＤＲＥＡＭ ＧＡＴＥ」事業による総合的な起

業支援サービスを行うなど、各種取組により、人材面、資金面、技術

面にわたる幅広い支援策を講ずる。 

 

経済産業省 

産業金融機能の

強化 

 地域産業をはじめ経済の隅々にまで幅広く効果的に資金が供給さ

れるよう、①産業金融の担い手・手法の多様化、②リスクへの対応の

多様化、③政策支援対象の多様化を行い、地域金融改革を進める。 

 

経済産業省、

金融庁 
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中小企業の活性

化 

◆金融セーフティネットの整備 

やる気と能力のある中小企業が破綻に追い込まれることのないよ

う、セーフティネット保証・貸付制度や借換保証制度など中小企業金

融セーフティネット対策に万全を期す。 

◆中小企業の再生支援 

全都道府県に設置された中小企業再生支援協議会を中心に中小企

業の再生を支援する。支援を強化するため、協議会の人員体制の強化

や地域中小企業再生ファンドの組成などに取り組む。 

◆創業・新事業展開などに挑戦する中小企業支援 

 中小企業の新事業展開を支援する「がんばれ！中小企業」ファンド

の組成促進など、中小企業の創業・新事業への挑戦を人材、資金、技

術などの面から一体的に支援する。 

経済産業省 

中心市街地活性

化 

市町村が中心市街地の活性化のための基本計画を作成し、その計画

に基づき、土地区画整理事業、市街地再開発事業、道路・駐車場・公

園等の都市基盤施設整備など「市街地の整備改善に関する事業」、魅

力ある商業集積の形成、都市型新事業の立地促進など「商業等の活性

化に関する事業」、その他必要に応じて公共交通の利便性向上、電気

通信の高度化等に関する事業を一体的に推進する。これに対して、独

自性、先進性、熟度等の観点から定められた事業について、総体とし

て優れた取組みに対してより重点的な支援が行われるように、関係府

省庁の連携を図りつつ、関連事業の推進を支援する。 

経済産業省、

国土交通省、

総務省、 

農林水産省、

警察庁、 

文部科学省、

厚生労働省、

内閣府 

民活と各省連携

による地籍整備

の推進 

平成１５年６月に開催された都市再生本部において、民活と各省

連携による地籍整備を都市部で推進していくこととされたことを

踏まえ、都市部における登記所備付地図の整備を推進するために必

要な施策を講じて、地方の都市再生を円滑かつ迅速に推進し、ひい

ては地域経済の活性化を図る。 

国土交通省、

法務省 

（１６年度

新規） 

 

観光振興、全国

都市再生、構造

改革特区の一体

推進のための共

通プラットフォ

ームづくり 

一地域一観光、全国都市再生、構造改革特区の一体推進について、

関係省庁の地方支分部局、地方公共団体、経済界等を構成員として、

地方ブロックごとの関係者が議論する場（共通プラットフォーム）の

設置を既に進めているところであり、今後はこの共通プラットフォー

ムを活用して、一層の連携を図りながら一体的に地域づくり、地域再

生を推進する。 

国土交通省 

一地域一観光関

連予算・施策 

地域がそれぞれの持つ魅力を自主的に発見し、高め、競い合う一地

域一観光づくりの取組みを支援するため、良好な地域づくりと観光交

流拡大に取り組む地域に対し、ハード・ソフト施策による総合的な支

援を行う観光交流空間づくりモデル事業等を実施する。 

国土交通省 
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建設業の再生推

進 

地域の経済・雇用の安定を図るためには、基幹産業である建設業の

再生が不可欠であり、資機材の共同調達・共同配送、積算・設計の共

同化、共同研究開発、事業転換などの経営革新を促進し、技術と経営

に優れた企業が生き残り、伸びていくことができる環境整備を推進。 

・地域における建設業再生のための先導的・革新的モデル構築の支援 

・中小・中堅建設業向けの経営相談窓口の設置 

・経営革新促進のための研修の実施、アドバイザーの確保 

・不良・不適格業者に係る総合的な情報交換の推進 

等                     

国土交通省 

くらしのみちゾ

ーンの形成 

生活道路を歩行者･自転車優先にするとともに、無電柱化等により

快適な生活空間を実現。 

公募により意欲の高い地区を募集し、42 地区を登録(15 年度)。 

商店街の活性化等を強力に推進するため、本年１２月より商店街に

も拡大して募集中。 

国土交通省 

SA・ＰＡに接続

するスマートＩ

Ｃの社会実験 

高速道路の有効活用により地域の生活の充実・経済の活性化に資す

る追加ＩＣの整備促進。 

ＳＡ・ＰＡに接続するスマートＩＣの社会実験を実施。 

建設・維持管理コストを削減可能なスマート IＣの導入を検討。 

国土交通省 

（１６年度

新規） 

有料道路の料金

に係る社会実験 

有料道路と一般道路の有効活用を図りつつ、渋滞問題や沿道環境問

題などの地域の課題解決及び地域再生に資する多様で弾力的な料金

設定に向けた社会実験を実施。 

 

国土交通省 

水辺・海辺の交

流拠点の整備 

市町村等と連携し、「水辺プラザ」、「ふるさとの川づくり」、「C.C.Z.

（ｺｰｽﾀﾙ・ｺﾐｭﾆﾃｨ・ｿﾞｰﾝ）」等の実施により良好な水辺・海辺空間の整

備を行い、もって地域の活性化に資する。 

 

国土交通省 

水源地域ビジョ

ンの策定・推進 

ダムを活かした水源地域の自立的・持続的な活性化を図るととも

に、流域内の連携と交流によるバランスのとれた流域圏の発展を図る

ために、流域住民、関係行政機関等連携して「水源地域ビジョン」を

策定し、推進する。 

国土交通省 

自然再生事業の

推進 

動植物の生息・生育環境として重要な役割を果たしている河川にお

いて、地域住民等と連携し、湿地・干潟の保全・再生等により良好な

河川環境の形成に資する。 

 

国土交通省 

健全な水循環系

再生構想の策定

支援 

健全な水循環系の構築に向けた地域の取組に対し、関係省庁の連携

による事例紹介､調査､識者の助言等の支援を行う。また、モデル地域

における地域再生の具体化に向け､その方策も検討中。 

国土交通省 
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地域再生に資す

る国土情報の提

供 

 

 

国土情報データベースや地域振興ライブラリー等の整備や、ＧＩＳ

の着実な整備・推進によって、総合的な国土情報の提供を図ることで、

自主的な地域づくりの取組を支援するとともに、地域における情報発

信力を向上させ、地域産業の育成及び新規雇用の創出に資する。 

国土交通省 

多極分散型国土

形成促進法を活

用した地域振興 

地域の自主性と創意工夫に基づき、地域の特性に即した産業、文化

等に関する特色ある機能の集積を通じて、地域振興拠点の形成を図

り、地域の活性化に資するとともに、多極分散型国土の形成に資する。 

 

国土交通省 

都市再生プロジ

ェクト事業推進

費 

全国都市再生をはじめとする都市再生プロジェクトに係る事業の

推進等に当たり、年度途中に必要に応じた弾力的な予算措置を可能と

することで、地域再生のための各種計画を推進する。 

国土交通省 

地域の連携に対

する支援措置 

地域連携推進のための先駆的なソフト事業や地方ブロックにおけ

る地域の主体的な参加と連携による広域的な取組や事業に対して支

援措置を行い、個性的で魅力的な国土づくり・地域づくりの実現に資

する。 

国土交通省 

まちづくり 

交付金 

全国都市再生を推進するため、地方の自主性や裁量性を極限まで追

求した新たな助成措置（まちづくり交付金）を創設 

国土交通省 

（１６年度

新規） 

３ＰＬ事業育成

による物流活性

化と物流拠点の

整備促進 

 地域雇用の創出、物流の活性化を図るため、物流事業者の人材育成

等により、地域における中小物流事業者の３ＰＬビジネスへの進出を

支援する。 

国土交通省 

 

公物管理の民間

開放 

国土交通省及び農林水産省が所管する公物について幅広く、指定管

理者制度等も活用できるよう通知。（都市公園及び漁港施設について

は既に通知済み。公営住宅、下水道、道路、河川、港湾施設について

は新たに通知） 

国土交通省、

農林水産省 

環境と経済の好

循環のまちモデ

ル事業 

平成 16年度より、「環境と経済の好循環」及び二酸化炭素排出量の

削減等が実現した「新たなまちづくり」のモデルを提示するため、自

治体からプランを公募し、選定された自治体に対して重点的な支援を

行う。 

環境省 

（１６年度

新規） 

地球温暖化対策

ビジネスインキ

ュベーター事業 

地球温暖化対策技術の普及を事業とする新たなビジネスを支援す

るため、ビジネスモデルとして成り立つ可能性が高いことが確認され

ている先見性・先進性の高い事業について、ビジネスの立ち上げに当

たり核となる技術に係る設備整備や地域における実証事業に対する

補助事業等を、平成 16年度より実施する予定。 

環境省 

（１６年度

新規） 
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エコツーリズム

の推進 

環境保全、観光、地域振興のそれぞれの推進を両立する観光・旅行

形態であるエコツーリズムを普及・定着させることを目的に、NPO

法人や旅行業の代表者、学識経験者及び行政関係者で構成するエコツ

ーリズム推進会議を設置した。 

推進会議等において、平成 16年 6月までを目途に推進方策を検討

し、その後に結果を公表する予定。 

 

環境省 

再生可能燃料利

用の推進 

平成 15年 10月から、バイオ素材から製造したエタノールを、自動

車燃料のガソリンやボイラー等燃料の灯油・重油などと混合して利用

する技術を普及させるため、これに必要なエタノール貯蔵施設等の整

備を行う事業者を支援する地方公共団体への補助事業を実施してい

る。 

 

環境省 

エコタウン事業 平成 13 年度から、民間事業者が整備する廃棄物処理・リサイクル

施設のうち、①「ゴミゼロ型地域社会」の形成を目指した都道府県等

の計画に位置づけられたもの、②技術的に先進性、先駆性を有するも

の、③地域における廃棄物・リサイクル体制の構築を図る上で将来性

を有するもの、のいずれにも該当するものに対して補助を行ってい

る。 

 

環境省 

エコ・コミュニ

ティ事業 

NGO・NPO等の民間団体や事業者が地方公共団体等と連携して行

うリデュース・リユース・リサイクルやグリーン購入などの循環型社

会形成に向けたものであって、先駆的かつ他の地域に適用可能な一般

性を有するモデル事業を公募して、エコ・コミュニティ事業として実

施する。 

 

環境省 

自然公園等事業 国立・国定公園等において、自然環境の保全や消失・変容した自然

生態系の再生を図るとともに自然との多様なふれあいの場の整備を

行っている。 

 

環境省 

国立公園等民間

活用特定自然環

境保全活動（グ

リーンワーカ

ー）事業 

平成 13 年度から、国立公園等の貴重な自然資源を有する地域にお

いて地元住民等を雇用して高山植物の違法採取の監視、山岳地の清掃

や施設補修・投棄ゴミの処理など管理のグレードアップを図ってい

る。平成 16年度より実施箇所数の増加等を図る。 

 

環境省 
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里地里山保全・

再生モデル事業

調査 

生物多様性保全上重要な役割を担っている里地里山について、行

政、NPO 等の連携による保全再生のモデル事業を計画・実施し、取

組を全国に発信する。 

 

環境省 

（１６年度

新規） 

司法ネット構想  司法ネット構想は、事後監視・救済型社会への転換に伴う司法の役

割の重要性の増大と司法へのアクセス障害を背景に、民事、刑事を問

わず、国民が全国どこでも法律上のトラブルの解決に必要な情報やサ

ービスの提供を受けられるようにするための仕組みを整備するもの

である。 

 司法ネット構想においては、中核となる運営主体を設け、地方公共

団体や弁護士会、民間ＡＤＲ機関等の既存の相談窓口とのネットワー

クを形成し、紛争解決に関する情報を集約・整理・提供することを通

じて、紛争解決に向けた道案内を行うことができるようにするととも

に、資力の乏しい人に対する法律相談や代理援助等の民事法律扶助事

業を行うほか、司法過疎地域においても専門家による法律サービスの

提供が受けられるような体制を整備することを検討している。 

平成１６年度の通常国会に関連法案を提出することを目指している。 

 

司法制度改

革本部 

 


